
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伴走型相談支援 

妊婦さんや子育て家庭に対し、保健師や助産師等による出産・育児の見通しを立てるための面談や 

アンケートを実施し、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じます。 

 

 

 

 

 

経済的支援（出産・子育て応援手当） 

   妊娠された方と赤ちゃんを養育する方に出産応援手当と子育て応援手当をそれぞれ支給します。 
 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

妊娠届出時 

面談とアンケートを実施 

妊娠６～7か月頃 

面談とアンケートを実施 

（面談は希望者のみ） 

出産後 

赤ちゃん訪問時に 

面談とアンケートを実施 

 

敦賀市では全ての妊婦さんや子育て家庭が、安心して

出産・子育てができる環境を整備するために、妊娠期

から出産・子育て期までの切れ目のない支援（伴走型

相談支援）を行うとともに、妊娠・出産時における経済

的支援を一体的に行う「敦賀市出産・子育て応援事業」

を実施しています 

 

敦賀市 

出産・子育て 

応援事業 
 

 

詳細は敦賀市HPで↓ 

 
＜問合せ＞ 

敦賀市健康推進課（健康センターはぴふる） 

TＥＬ（０７７０）２５－５３１１ 

支給方法（どちらかを選択して申請してください。） 

・現  金 ５０，０００円 

・ふくいはぴコイン（デジタル地域通貨）（ふくアプリのインストール必須） ５２，５００円 

支給対象者 

・敦賀市に住所を有し、妊娠の届出をした妊婦 

・敦賀市に住所を有し、生後５か月までの子どもを養育する方（赤ちゃん訪問時の同席必須） 

※他の自治体で同様のギフト（手当）を受け取られている方は対象外です。 

申請方法 

  面談実施・アンケートの提出後に出産・子育て申請書兼請求書を提出 

（出産応援手当は妊娠中、子育て応援手当はお子さんが５か月になるまでに申請してください。） 

提出書類 

 ・出産・子育て応援手当申請書兼請求書 

・公的身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、旅券など）の写し 

 ・現金を選択の方 振込口座を確認できる書類（通帳、キャッシュカード）の写し 

 ・ふくいはぴコインを選択の方 ふくアプリのプロフィール画面とサイフ画面の写し 

・委任状（申請者以外の名義の口座に振り込みを希望する場合） 

 

 


